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平成２３年度社会福祉法人千曲市社会福祉協議会事業計画 

 

≪目 標≫ 

          人づくり、幸せづくり、共に支えあえる地域づくり 

 

３月１１日未曾有の大災害といわれる東北地方太平洋沖地震続いて１２日には、長野県北

部の地震により人的・物的に甚大な被害に遭い、死亡した方は９千人余、行方不明者は１万

３千人余という明治以降の自然災害では関東大震災に次ぐ２番目の被害規模となり、その惨

状は、連日マスコミ等で報道されています。こうした状況の中、日本中が出来ることで応援

しようと立ち上がりました。 

千曲市社会福祉協議会では、いち早く市と連携をとりながら義援金の募金活動や物資の支

援活動を展開してきました。又、栄村には県社会福祉協議会からの要請に応え、延べ８人の

職員を現地に派遣、終日、災害復旧のために支援活動してまいりました。ようやく落ち着き

をとり戻しつつある被災地にボランティア派遣の受け入れ体制も整ってまいりましたので、

いつでも派遣要請に応えられるようボランティア登録もホームページの立ち上げとともに受

け付けを開始しました。 

こうした予測できない緊急の大災害に的確に対応しながら、社会福祉協議会の目標に向か

って皆様にご指導ご協力をいただきながら策定しました「千曲市地域福祉活動計画‐ささえ

あいプラン‐」に添って、誰もが住み慣れた地域で、互いに助け合い、健やかに生きがいを

持って暮らすことができるよう行政やさまざまな団体と連携・協働し地域福祉の推進に取り

組んでいきます。 

また、公の施設の「指定管理者制度」の導入により、当協議会が受託する老人福祉センタ

ーや児童センター（館）、デイサービスセンター等の各種福祉施設については、その目的に沿

った管理経営に努めてまいります。 

さらに、本年度から受託した千曲市戸倉上山田地域包括支援センターを高齢者福祉の総合

相談支援窓口（ワンストップサービスの拠点）として、地域住民の福祉ニーズに応えられるよう

努めていきます。また、市は、現在の上山田健康福祉センターを総合福祉センターとして整

備し、福祉の拠点としたいと打ち出されました。社会福祉協議会では市の意向を受け事務局

を総合福祉センターに移し、そこを中心に事業を展開するため準備を進めていきます。又こ

れを大きな機会と捉え住民要望にきめ細かに対応するため居宅介護支援事業所、ヘルパーセ

ンターをそれぞれ更埴、戸倉上山田地区にと増設いたしました。 

こうした施設や制度の充実により社会福祉協議会を取り巻くさまざまな情勢の変化に対応

することができる体制が整いました。今後は、社会福祉協議会強化計画「アクションプラン」

を推進し、組織の見直しや職員の意識改革を図り、地域福祉を推進する中核的な団体として

市民皆様の負託に応えられるよう努めるとともに、日頃の活動の評価や課題等を踏まえ、福

祉ニーズを点検しながら、支部社協をはじめ当事者、ボランティア、ＮＰＯ、介護サービス

事業者、関係機関・団体と連携・協働し「ともに支え合う地域づくり」を目指し、誰もが安

全・安心して暮らせる優しさあふれる福祉のまちづくりを推進してまいります。 
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重 点 目 標 

１．地域福祉活動計画の推進 

２．地域包括支援センターを拠点とした総合的な福祉サービスの推進 

３．小地域ネットワーク活動の推進 

４．支部社協活動の充実強化 

５．ボランティア・市民活動の推進強化 

６．介護保険事業の安定経営とサービスの質の向上 

７．指定管理受託施設の適正な管理経営 

８．社協強化計画「アクションプラン」の推進 

 

主 要 事 業 

１．社協運営事業 

 

 

 

 

 

地域福祉サービスの企画と立案及び実施に向け、組織体制や運営体制の

整備と中核的社協としての情報発信を行います。 

（１）理事会・評議員会・部会等の開催 

（２）会員の増加と組織の充実強化 

会員募集の拡大と会費徴収の充実を図ります。 

（３）広報・情報の提供 
広報誌「社協だより」及び「ボランティア・市民活動センターだより（仮

称）」を発行し、全戸配布するとともに、ホームページを充実させ社協事

業の周知を図ります。 

（４）役職員研修会の開催 

役員研修並びに職員の資質の向上を図るためリーダー育成研修、施設長

研修、クレーム対応研修、メンタルヘルス研修等を開催します。 

（５）支部社協、活動の支援 

支部社協活動を推進、支援します。また、支部社協の連携を密にしてい

くことを目的に社協支部長・事務担当者会議等を開催します。 

（６）苦情解決事業 

本会の福祉サービス及び事業に対する要望や意見等の解決のための体

制を整え、住民サービスの適正化に努めます。（第三者委員） 

（７）各種基金等の運用  

地域福祉振興基金、財政調整資金積立金、介護保険施設等整備積立金の

各基金等の適正な資金運用を図り、地域福祉事業等それぞれの活動資金や

法人の運営のために資金の安定確保を図ります。 

（８）社協強化計画（アクションプラン）の推進 

地域福祉を推進する中核的な団体として、組織の見直しや職員の意識改

革など社会福祉協議会の発展強化の推進を図ります。 

 

２．地域福祉推進事業 

 

地域住民、各種団体・施設等との協働による個別的あるいは全体的な福

祉課題解決を図る取り組みを進めます。 

また、小地域に根ざした新たな地域福祉サービスや活動プログラムを検

討します。 

（１）小地域ネットワーク活動の推進  

ご近所同士の支え合い活動（声かけ、見守り）の推進を図ります。 

また、地震や水害など、有事の際には、隣近所の助け合いが一番重要で

あることから、援護を必要とする皆さんの日頃の見守りや災害時における

避難支援を行う体制づくりを関係機関・団体と連携し支援していきます。 

（２）ボランティアセンター運営機能の充実 

ボランティア活動、市民活動に関する相談、登録、調整、紹介、情報提

供及び啓発をし、市民のボランティア活動の推進を図るとともに、男性の
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ボランティアへの参加促進や地域の福祉を支える人材の養成等に努めま

す。さらには、災害に備えるための講座や災害時に対応する「ボランティ

アセンター立ち上げ訓練」を実施します。 

（３）第４回千曲市社会福祉大会の開催 
地域住民がともに福祉について考える機会として社会福祉大会を開催

します。（表彰・講演） 

（４）ふれあい広場の開催 

誰もがいきいきと安心して暮らせる福祉のまちづくりを目指し、 

8 月 21日（日）更埴体育館前広場で開催します。 

（５）家族介護者交流事業 

家庭介護者を支援するため介護者等が一堂に会し、交流することで、日

頃の介護の疲れ等を癒し、心身のリフレッシュを図ります。 

（６）希望の旅事業 

重度の身体障害者、知的障害者とその介護者にレクリェーションや交流

することを目的に開催します。 

（７）福祉教育の推進 

職場や地域などさまざまな場所で、福祉活動に触れ、成長段階に応じた

福祉体験の機会を、学校と協働してつくります。 

（８）心配ごと相談・法律相談事業 

誰にも相談できないこと、困りごと等を気軽に相談できる、身近な相談

窓口を開設します。 

また、多様な相談に対応するため、司法書士による無料法律相談を月 2

回開催します。 

（９）結婚相談事業 

イベント・講座を開催し、結婚を望む男女のスキルアップを図るととも

に結婚を自らの問題としてとらえる登録者を増やし、登録者と相談員相互

との緊密な連携により縁結びを図ります。 

（10）ふれあいいきいきサロン活動支援 

高齢者の交流の場、認知症予防、生きがいづくり、異世代交流の場、子

育て支援等を目的に各地域のサロンの立ち上げや活動を支援します。 

（11）地域福祉活動計画の推進 
千曲市が策定した「地域福祉計画」と連携・協働し、地域住民の立場か

ら福祉活動を推進するため、「地域福祉活動計画」を策定し、地域住民を

はじめ多様な民間組織や関係機関との協力により計画に沿った福祉のま

ちづくりの推進を図ります。 

 

３．在宅福祉サービス 

事業 

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らしていける福祉環境を整備する

ため、受託事業の実施に併せて、社協の独自性・柔軟性を発揮し利用者の

立場に立ったサービスを実施します。 

（１）戸倉上山田地域包括支援センター受託事業 

住み慣れた地域で、いつまでもその人らしく暮らせるために、保健・医

療・介護・福祉の総合相談窓口となります。保健師又は看護師、社会福祉

士、主任ケアマネの専門職が相互に連携・協働しチームとして問題解決を

図り、包括的に高齢者を支えていきます。 

（２）軽度生活援助事業・生活管理指導員派遣事業 

日常生活や介護等に関する相談や助言が必要な高齢者世帯、軽易な日常

生活上の援助が必要なひとり暮らし高齢者等を対象に生活改善指導を行

うことにより自立につながり、在宅での生活が自らできるよう支援してい

きます。 

（３）日常生活自立支援事業 
認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など判断能力が不十分な方が地

域で安心して自立した生活が送れるよう福祉サービスの利用援助や日常

的な金銭管理などの援助を行います。 
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（４）金銭管理・財産保全サービス事業 

高齢者や身体障害者等、身体上の理由により日常生活において自らの財

産管理や保全が困難な方に対し、地域で安心して自立した生活が送れるよ

う福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理などの援助を行います。 

（５）移送自動車・車椅子貸与事業 

要介護者等の便宜を図るため   外出支援及び社会参加の促進。 

（６）ひとり暮らし高齢者等孤独感解消のための交流会 

ひとり暮らし高齢者の孤独感の解消と交流を兼ねての昼食会開催を支

援します。 

 

４．居宅サービス事業 

 

介護保険事業者、障害者自立支援法のサービス提供事業者として、利

用者本意の充実したサービス提供を常に心がけ、利用者が地域で安心、

自立した生活できるよう支援していきます。 

平成２３年度からは、戸倉上山田地域包括支援センターの設立に伴い、

地域福祉に根ざし、又、機能強化を図るため、訪問介護事業所及び居宅 

介護支援事業所を更埴地区と戸倉上山田地区の２ヶ所に増設し、運営し 

てまいります。 

 

（１）居宅介護支援事業 

居宅介護支援事業所の介護支援専門員が居宅要介護者の依頼を受けて、

指定居宅サービス等適切な利用ができるよう「居宅サービス計画」を作成

するとともに、計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよ

う、指定居宅サービス事業者等との連絡調整など便宜の提供を行い、介護

老人福祉施設等への入所する場合にあっては、施設等への紹介など便宜の

提供を行います。 

（２）訪問介護事業 

訪問介護事業所のホームヘルパー等が要介護者の居宅で入浴、排せつ、

食事等の介護、日常生活上の世話などのサービスを提供します。 

（３）訪問入浴事業 

移動入浴車で家庭を訪問し、要介護者の居宅で簡易浴槽による入浴サー

ビスを提供します。 

（４）通所介護事業 

デイサービスセンターで入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の世

話、機能訓練などのサービスを提供します。 

（５）短期入所生活介護事業 

戸倉短期入所事業所において、要介護者に短期間入所を提供し、入浴、

排せつ、食事等の介護、日常生活上の世話、機能訓練などの世話を行いま

す。 

（６）介護予防訪問介護事業 

介護予防を目的として、訪問介護事業所のホームヘルパー等が要介護者

の居宅で入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の世話などのサービス

を提供します。 

（７）介護予防訪問入浴事業 

介護予防を目的として、移動入浴車で家庭を訪問し、要介護者の居宅で

簡易浴槽による入浴サービスを提供します。 

（８）介護予防通所介護事業 

介護予防を目的として、デイサービスセンターで入浴、排せつ、食事等

の介護、日常生活上の世話、機能訓練などのサービスを提供します。 

（９）介護予防短期入所生活介護事業 

介護予防を目的として、戸倉短期入所事業所において、要介護者に短期

間入所を提供し、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の世話、機能

訓練などの世話を行います。 

（10）認知症対応型通所介護事業、介護予防認知症対応型通所介護事業（地域密着型） 

認知症の居宅要介護者（要支援者）に、戸上デイサービスセンターで入
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浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の世話（支援）、機能訓練などの

サービスを提供します。 

（11）障害者居宅介護事業（自立支援事業） 

訪問介護事業所のホームヘルパー等が、障害者等に、居宅において入浴、

排せつ、食事の介護等の便宜の供与を行う居宅介護サービスを提供しま

す。 

 

５．共同募金助成金 

事業 

 

共同募金会からの配分金を次の事業に助成等します。 

（１）老人福祉活動 

老人クラブ連合会活動助成、ふれあい訪問事業などを実施します。 

支部社会福祉協議会が実施するひとり暮らし高齢者の集い、昼食会など

に対して助成します。 

（２）障害児・者福祉活動 

身体障害者福祉協会、知的障害者育成会等の福祉団体の活動に対して助

成します。 

 

（３）児童・青尐年福祉活動 

福祉教育・福祉体験事業、子育て支援事業など学校や児童館、地域で行

われている事業に対して助成します。 

（４）福祉育成・援助活動 

機関紙「社協だより」の発行、ふれあいいきいきサロンなどのボランテ

ィアグループ及び福祉団体による福祉活動に対して助成します。 

支部社会福祉協議会が実施する在宅介護者の集い等の開催に助成しま

す。 

 

６．福祉団体への 

支援、協力 

 

当事者団体の抱える問題は、地域での福祉課題のひとつにもなっていま

す。当事者団体自らが社会へ問題提起できる土台づくりと、当事者団体事

業への協力を行います。 

 

７．募金活動への協力 

 

地域福祉の推進と福祉コミュニティーの形成は、赤い羽根共同募金運

動がその一役を担う活動として重要であるため、積極的にこの運動を支

援していきます。 

 

８．経済的支援事業 

 

低所得者世帯、高齢者世帯、障害者世帯、離職者世帯に対し、生活の

安定と自立更生を目的とし、資金の貸付を行います。 

また、一時的な生活困窮者に対し、小口の資金を貸付をします。善意

銀行では、火災や水害等の被災者に対し見舞金の給付や、預託物品の払

い出し等を行います。 

（１）生活福祉資金 

低所得者世帯、高齢者世帯、障害者世帯、離職者世帯に対し、生活の安

定と自立更生を目的とし、資金の貸付をします。 

（２）助けあい資金 

一時的な生活困窮者に対し、小口の資金を無利子で貸付をします。 

（３）善意銀行の給付事業 

火災や水害等の被災者に対し見舞金の給付や、預託物品の払い出し等を

行います。 

 

９．指定管理受託施設 

経営事業 

 

千曲市から指定管理者の指定を受けて、高齢者や児童等の福祉増進の

ため、老人福祉センターや児童センター（館）、デイサービスセンター等

の施設を適正に管理経営を行います。 

（１）老人福祉センター管理経営 

地域福祉活動の推進と高齢者の生きがい健康づくりの推進を図るため
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老人福祉センター２箇所の管理経営を行います。 

（２）児童センター（館）管理経営 

児童の健全育成の推進、子育て支援を目的に地域住民の交流の場として

安心して利用できるよう児童センター（館）９箇所の管理経営を行います。 

（３）老人コミュニティーセンター管理経営 

児童館（戸倉、更級、五加）併設のため併せて管理経営を行います。 

（４）精神障害者通所授産施設「チューリップの家」管理経営 

社会経済活動への参加の促進を目標に、生産活動の機会の提供や就労支

援を行うためチュ－リップの家の管理経営を行います。 

（５）戸倉地域福祉センター管理経営 

地域福祉の拠点として適切な施設管理を行います。 

（６）更埴デイサービスセンター管理経営 

通所介護事業を行うとともに地域福祉の拠点として適切な施設管理を

行います。 

（７）稲荷山デイサービスセンター管理経営 

通所介護事業を行うとともに地域福祉の拠点として適切な施設管理を

行います。 

 

 


